
令和○○年○月○日 
各位 

総務課 

「ノーマイカー通勤」の実施に関する連絡 
 

近年、地球規模での温暖化対策が求められる中、事業所や自動車などから排

出される二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の削減が大きな課題となってい

ます。 
当事業所においても、温室効果ガス削減目標を立て、事業所から排出される

温室効果ガスを２０３０年までに○○％削減としていますが、事業所から排出

する温室効果ガスだけではなく、通勤時に自動車から排出される二酸化炭素も

削減することを目指し、月に一度の「ノーマイカー通勤」に取り組むこととし

ました。 
自動車通勤から、徒歩、自転車、公共交通機関の利用に転換することは、日

常生活における健康増進にも繋がりますので、従業員のみなさまのご協力をお

願いいたします。 
 

記 
 
１．実施予定日 

各月の第三金曜日 
 
２．実施方法 
 

添付の「実施要領」に従って実施し、報告書を提出して下さい。  
 
 
 
 
 

以上 
 

 

4-2. 取組みの実施を証明する添付書類

「エコ通勤の呼びかけ」

A-①、②、③の場合

チラシ ポスター

メール

鉄道・バス等の時刻表

具体的取組み

B-①、②、③、④、⑥、⑪、⑯の場合

社則・就業規則等

の関連箇所

通勤に関する規程

の関連箇所

駐車場使用規程の

関連箇所

具体的取組みB-⑦、⑧、⑨の場合

駐輪場

レンタサイクル

（シェアサイクル）

更衣室・

シヤワールーム

送迎バス

バス事業者との

運行委託契約書

○○○○株株式式会会社社就就業業規規則則

 
 
第第○○条条（（通通勤勤手手当当のの支支給給））

通勤費は、住居から会社までの距離が２ｋｍ以上あり、公共交通機関を利用して通勤す

る場合に支給する。

２ 会社が認める最寄り駅間で、最も所要時間が短い経路で計算し、所得税法に定める通

勤手当の非課税範囲内とする。

第第○○条条（（ママイイカカーー通通勤勤のの許許可可））

次のいずれかに該当する場合は、私有車による通勤を認める。

（１）身体に障害を有しており、公共交通機関による通勤が困難な場合。

（２）公共交通機関による通勤時間が２時間分以上、且つ私有車の利用により通勤時

間が３０分以上短縮できる場合。

（３）自宅・会社間の距離が２ｋｍ以上あり、公共交通機関がない場合。また、自宅

あるいは会社から公共交通機関の最寄り駅までの距離が２ｋｍ以上の場合。

２ 私有車による通勤を行う場合は、事前に「私有車通勤申請書」に必要事項を記入の上、

各本部人事担当部署の承認を得ること。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第第○○○○条条（（フフレレッッククススタタイイムム））

始業及び就業の時刻を、下記範囲内で従業員の決定に委ねることがある。従業員は、事

前に所属長の許可を得て総務部に届けること。

（１）始業時間 ６時～１０時

（２）就業時間 １５時～２２時

（３）コアタイム １０時～１５時

通通勤勤管管理理規規定定

 
第第１１条条（（目目的的））

この規定は○○株式会社の従業員の通勤について定める。

第第２２条条（（理理念念））

この規定は、自動車通勤制度を廃止することで温室効果ガスを削減し、もって地球温暖

化防止に資するため、従業員が取り組むべき理念を示す。

第第３３条条（（遵遵守守事事項項））

従業員は通勤手段として次の方法によるものとし、特段の理由がある場合を除きマイカ

ー通勤を原則廃止する。

（１）ＪＲ、市バス等の公共交通機関

（２）自転車

（３）徒歩

第第４４条条（（車車両両通通勤勤者者のの手手当当））

車両通勤者に対する手当の支給規定は廃止し、公共交通機関の利用者および徒歩通勤者

への支給に限る。なお、支給金額の上限については、所得税法に定める通勤手当の非課税

規定を準用する。

第第５５条条（（自自転転車車のの駐駐輪輪おおよよびび管管理理））

自転車の駐輪については、以下を遵守すること。

（１）会社が指定した場所以外に駐輪してはならない。

（２）駐輪中の盗難、破損等の防止については、所有者各自の責任とする。

（３）交通傷害保険等の加入については、自己の責任において行うこと。

第第６６条条（（自自転転車車運運転転のの禁禁止止））

自転車通勤者は、次の各号に該当する場合は運転してはならない。

（１）飲酒のとき

（２）過労、疾病のため心身が疲労しているとき

（３）その他道路交通法など法令が禁止している事項に該当する場合

第第７７条条（（事事故故処処理理））

次の各号に該当する場合は、会社は事故処理に関する一切の責任を負わない。

（１）従業員が勤務外、あるいは会社が認めていない業務外使用中に起こした事故。

（２）駐輪中における盗難、破損。

第第８８条条（（届届出出のの義義務務））

駐駐車車場場使使用用規規定定

第第１１条条（（目目的的））

この規定は○○株式会社○○工場の駐車場使用について定める。

第第２２条条（（位位置置））

駐車場の位置は以下に定める場所とする。

（１）総務部が指定した場所。

（２）各部署が申請し総務部が認めた場所。

第第３３条条（（使使用用者者））

駐車場を利用できる者は、以下とする。

（１）当工場勤務者で、自宅からの通勤距離が２ 以上の者。

（２）特別な理由等で、所属長がマイカー通勤を認めた者。

（３）関係会社社員等で、総務部が許可した者。

第第４４条条（（使使用用許許可可））

駐車場使用許可証は、使用者が所定の書式で所属長に提出し、総務部が審査し許可証を

発行する。

第第５５条条（（使使用用許許可可期期間間））

許可証の有効期間は、４月 日から翌年の３月３１日までとする。但し、所属長が必要

と認めた場合は、当該期間を延長・変更することができる。

第第６６条条（（使使用用のの変変更更等等））

使用者が提出した申込書の記載事項に変更があった場合、又は使用の中止をする場合は、

すみやかに駐車場使用変更（中止）届出書により届け出ること。

第第７７条条（（使使用用者者のの義義務務））

使用者は、次に掲げる事項を遵守すること。

（１）指定された場所に駐車すること。

（２）指定された駐車場所を他人に貸与しないこと。

（３）指定された駐車場所の管理は自己の責任にいて行うこと。

第第８８条条（（使使用用料料））

駐車場使用料は、月額５，０００円とし、月額給与からの天引きとする。

通通勤勤ババスス輸輸送送契契約約書書

 
○○株式会社と（以下「甲」という。）と○○バス株式会社（以下「乙」とい

う。）とは、乙が甲の委託により行うバス輸送（以下「本輸送」という。）につ

いて、次の通り契約を締結する。

第第１１条条（（契契約約のの目目的的））

甲は、本輸送を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第第２２条条（（輸輸送送すするる事事業業のの種種類類））

本輸送の種類は、一般貸切旅客自動車運送事業とする。

第第３３条条（（ババススのの需需用用者者おおよよびび供供給給者者））

本輸送の需用者および供給者は、次のとおりとする。

需用者 ○○株式会社

供給者 ○○バス株式会社

第第４４条条（（輸輸送送のの客客体体））

本輸送の客体は、○○株式会社の従業員および関係者とする。

第第５５条条（（輸輸送送区区間間））

本輸送にかかる区間は、別に定める。

第第６６条条（（事事業業計計画画））

乙が本輸送を行う運行日、運行回数及び運行ダイヤ（以下併せて「事業計画」

という。）については別に定める。

２ 事業計画の変更は、変更内容を甲、乙が十分に協議したうえ、安全運行に

支障がないことを乙が確認することを前提に、実施するものとする。

第第７７条条（（輸輸送送料料金金））

本輸送の料金については、別に定める。

２ 乙は、毎月１日から毎月末日までの本輸送について、翌月５日までに輸送

明細書を甲に提出し、甲の確認を受けた後、同１０日までにその料金の支払い

に関する請求書を甲に送付するものとし、甲は、乙から受領した請求書に記載

された金額について、請求書を受領した翌月末日を起算日とし、暦日１２５日

具体的取組みB-⑬、⑭の場合

研修会




